
 

 

 

出典：内閣府「アルコール健康障害対策推進ガイドブック」（平成 28年 9月 30日発行） 

資料２ 

(1)アルコール健康障害への早期介入 

(2)地域における相談拠点の明確化 

(3)アルコール健康障害を有している者とその家族を、相談、治療、回

復支援につなぐための連携体制の推進 

(4)アルコール依存症の治療等の拠点となる専門医療機関の整備 


